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催
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／
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ポ
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催
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／
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お知らせ／募集お知らせ／募集 摂津市役所
☎ 06（6383）1111（大代表）
☎ 072（638）0007（代表）

お
知
ら
せ
／

募
集

お
知
ら
せ
／

募
集

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要

●
お
知
ら
せ

緊
急
地
震
速
報
訓
練
お
よ
び

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
試
験
放
送

11
月
２
日
㈭
午
前
10
時
ご

ろ
、
防
災
用
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー

か
ら
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
（
全
国
瞬
時

警
報
シ
ス
テ
ム
）
を
活
用
し
た

緊
急
地
震
速
報
訓
練
の
放
送
を

実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
15
日
㈬

午
前
11
時
、
防
災
用
屋
外
ス

ピ
ー
カ
ー
か
ら
Ｊ
ア
ラ
ー
ト

（
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
）

の
試
験
放
送
を
実
施
し
ま
す
。

　
放
送
内
容
が
聞
き
取
り
に
く

い
場
合
は
、
デ
ジ
タ
ル
防
災
行

政
無
線
応
答
サ
ー
ビ
ス
（
自

動
音
声
）
☎
06
（
６
３
１
８
）

２
６
０
１
へ
。

問
合
せ　
防
災
危
機
管
理
課
へ

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証

重
度
障
害
者
医
療
証
更
新

　
対
象
者
に
新
し
い
医
療
証
を

10
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
し
た
。

新
し
い
医
療
証
︵
色
︶
=
問

合
せ　

▽
ひ
と
り
親
家
庭
医

療
証
（
水
色
）
=
子
育
て
支

援
課
へ
▽
重
度
障
害
者
医
療

証
（
き
み
ど
り
色
）
=
障
害

福
祉
課
へ

小
学
校
入
学
準
備
金

申
請
は
11
月
17
日
㈮
ま
で

　
来
年
４
月
に
小
学
１
年
生
に

な
る
児
童
の
い
る
世
帯
に
、
入

学
準
備
金（
５
万
４
千
６
０
円
）

を
支
給
し
ま
す
。
※
所
得
制
限

あ
り

申
込
み

11
月
17
日
㈮
ま
で

に
、
市
役
所
６
階
・
子
育
て
支

援
課
で
配
布
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
取
得
可
）
の
申
請
書

を
、
同
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送

※
保
護
者
名
義
の
振
込
先
口
座

が
確
認
で
き
る
書
類
が
必
要

※
今
年
１
月
１
日
時
点
の
住
民

票
所
在
地
が
他
市
の
場
合
、
令

和
５
年
度
（
令
和
４
年
分
）
の

所
得
証
明
書
が
必
要

問
合
せ　
同
課
へ

新
小
学
１
年
生
に

ラ
ン
ド
セ
ル
を
配
付

来
年
４
月
に
小
学
１
年
生
に

な
る
児
童
に
、
次
の
日
程
で
ラ

ン
ド
セ
ル
を
配
付
し
ま
す
。

小
学
校
=
配
付
日

▽
鳥
飼
・

鳥
飼
東
=
12
月
４
日
㈪
▽
鳥
飼

西・鳥
飼
北
=
５
日
㈫
▽
味
生・

別
府
=
７
日
㈭
▽
味
舌
・
摂
津

=
８
日
㈮
▽
千
里
丘
・
三
宅
柳

田
=
11
日
㈪

※
い
ず
れ
も
午
後
２
時
～
３
時

※
都
合
が
悪
い
場
合
は
、
配
付

日
以
降
に
各
校
に
事
前
連
絡
の

う
え
、
受
け
取
り

問
合
せ　
教
育
政
策
課
へ

令
和
６
年
度

学
童
保
育
室
入
室
受
付

対
象　
保
護
者
の
仕
事
な
ど
に

よ
り
家
庭
で
保
育
が
で
き
な
い

新
小
学
１
～
３
年
生
（
鳥
飼
・

鳥
飼
北
・
鳥
飼
西
・
鳥
飼
東
小

は
４
年
生
ま
で
）
※
現
在
入
室

中
・
待
機
中
で
新
年
度
入
室
希

望
者
も
申
請
が
必
要

申
込
書
の
配
布　

市
役
所
６

階
・
子
育
て
支
援
課
、
各
学
童

保
育
室
で
配
布
（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
可
）
の
申

請
書
を
同
課
へ

保
育
料
の
改
定　
令
和
６
年
度

よ
り
、
学
童
保
育
料
を
月
額

４
千
５
０
０
円
か
ら
６
千
円
に

改
定

受
付
期
間　
▽
郵
送
=
10
月
16

日
㈪
～
11
月
17
日
㈮
（
必
着
）

▽
持
参
=
11
月
６
日
㈪
～
18
日

㈯
（
11
日
㈯
、
12
日
㈰
除
く
）

午
前
９
時
～
12
時
・
午
後
１
時

～
５
時
（
13
日
㈪
・
14
日
㈫
は

午
後
７
時
ま
で
）（
18
日
㈯
は

市
役
所
１
階
・
ロ
ビ
ー
で
）

３
年
生
以
下
は
保
護
者
同
伴

申
込
み　

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
下

記
Ｑ
Ｒ
）
内
の
申

込
フ
ォ
ー
ム
か
ら

﹁
税
を
考
え
る
週
間
﹂

　
　
　
　
広
報
イ
ベ
ン
ト

　
国
税
庁
が
提
唱
す
る
「
税
を

考
え
る
週
間
」
に
合
わ
せ
て
、

広
報
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま

す
。

日
時

11
月
12
日
㈰
午
前
10
時

～
午
後
３
時

場
所　
大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル
万
博

記
念
公
園
駅

内
容　
輪
投
げ
、
シ
ー
ル
ア
ン

ケ
ー
ト
な
ど
※
参
加
者
に
は
啓

発
グ
ッ
ズ
の
配
布
あ
り

問
合
せ　

大
阪
府
三
島
府
税

事
務
所
☎
０
７
２
（
６
２
７
）

１
１
２
１
へ

救
急
法
講
習
会

　
乳
幼
児
を
対
象
と
し
た
「
救

急
車
が
到
着
す
る
ま
で
の
対
処

法
と
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
」
を

学
ぶ
講
習
会
を
実
施
し
ま
す
。

日
時

11
月
15
日
㈬
午
前
10
時

半
～
11
時
半

場
所　
地
域
福
祉
活
動
支
援
セ

ン
タ
ー

定
員

10
人
（
先
着
）

申
込
み　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
☎
06

（
６
３
８
３
）
３
３
４
１
へ

業
務
用
エ
ア
コ
ン
な
ど
廃
棄

フ
ロ
ン
類
は
回
収
が
必
要

　
業
務
用
エ
ア
コ
ン
や
冷
凍
冷

蔵
機
器
を
捨
て
る
場
合
は
、
フ

ロ
ン
類
充
填
回
収
業
者
に
フ
ロ

ン
類
の
回
収
を
依
頼
し
て
く
だ

さ
い
。
フ
ロ
ン
類
の
未
回
収
に

は
、
50
万
円
以
下
の
罰
金
が
科

せ
ら
れ
ま
す
。

問
合
せ　

大
阪
府
産
業
廃
棄

物
指
導
課
☎
06
（
６
２
１
０
）

９
５
７
０
へ

11
月
は
大
阪
府

産
業
廃
棄
物
不
適
正
処
理

防
止
推
進
強
化
月
間

　
廃
棄
物
の
野
焼
き
、野
積
み
、

不
法
投
棄
は
、
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
発
見
し
た
ら
、

大
阪
府
ま
た
は
警
察
に
通
報
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

大
阪
府
産
業
廃
棄

物
指
導
課
☎
06
（
６
２
１
０
）

９
５
７
２
へ

11
月
は
自
転
車

マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
強
化
月
間

月
間
の
重
点　
▽
自
転
車
の
交

通
ル
ー
ル
遵
守
の
徹
底
▽
自
転

車
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
の
推
進

▽
放
置
自
転
車
の
追
放

ス
ロ
ー
ガ
ン　
「
自
転
車
も
車

社
会
の
責
任
者
」「
自
転
車
に

乗
る
な
ら
必
ず
ヘ
ル
メ
ッ
ト
」

「
ち
ょ
っ
と
だ
け
み
ん
な
が
困

る
そ
の
放
置
」

問
合
せ　
道
路
交
通
課
へ

月
９
日
~

日
は

秋
の
火
災
予
防
運
動
期
間

　

火
災
か
ら
命
を
守
る
た
め
、

火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
期
を

迎
え
る
前
に
、
住
宅
用
火
災
警

報
器
を
設
置
・
点
検
・
交
換
し

ま
し
ょ
う
！
警
報
器
の
交
換
目

安
は
10
年
で
す
。

問
合
せ　
消
防
本
部
予
防
課
へ

11
月
25
日
~
12
月
１
日
は

犯
罪
被
害
者
週
間

　
市
や
警
察
で
は
、
相
談
窓
口

を
設
置
し
、
犯
罪
被
害
者
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。
被
害
に

遭
っ
た
ら
、
一
人
で
悩
ま
ず
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
窓
口　

▽
市
役
所
２

階
・
防
災
危
機
管
理
課
▽
摂
津

警
察
署
・
広
聴
相
談
係
☎
06

（
６
３
１
９
）
１
２
３
４
▽
認

定
Ｎ
Ｐ
О
法
人
大
阪
被
害
者
支

援
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
セ
ン
タ
ー
☎

06
（
６
７
７
４
）
６
３
６
５
へ

●
募
集

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

募
集
戸
数　
一
津
屋
第
１
団
地

（
一
津
屋
２
丁
目
26
番
２
号
）

一
般
世
帯
向
け
４
階
１
戸

入
居
資
格　
申
込
者
本
人
が
市

内
在
住
ま
た
は
在
勤
で
、
同
居

ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親

族
が
あ
る
人
で
、
収
入
基
準
に

合
う
こ
と
な
ど
（
詳
細
は
募
集

案
内
参
照
）

申
込
書
の
配
布　

市
役
所
２

階
・
資
産
活
用
課
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
プ
ラ
ザ
、
別
府
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
安
威
川
公
民

館
、
新
鳥
飼
公
民
館
、
味
生
公

民
館
、
正
雀
市
民
ル
ー
ム
、
摂

津
市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

申
込
み

11
月
１
日
㈬
～
15
日

㈬
（
土
日
祝
除
く
）
午
前
８
時

45
分
～
午
後
５
時
15
分
に
、
同

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
（
鶴
野
１

丁
目
６
番
５
号
）
へ
（
郵
送
不

可
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

◎
使
用
済
み
切
手
整
理
=
11
月

16
日
㈭
午
前
10
時
～
午
後
３
時

◎
ぞ
う
き
ん
縫
っ
て
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
=
11
月
27
日
㈪
午
前
10

時
～
午
後
３
時

※
い
ず
れ
も
参
加
時
間
自
由

場
所
・
問
合
せ　
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
（
地
域
福
祉
活

動
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
06

（
６
３
１
８
）
１
１
２
８
へ

お
米
ク
ー
ポ
ン

申
請
は
11
月
30
日
㈭
ま
で

　
大
阪
府
子
ど
も
食
費
支
援
事

業
と
し
て
、
対
象
者
に
５
千
円

相
当
分
の
お
米
ま
た
は
そ
の
他

食
料
品
を
給
付
し
ま
す
。

対
象
者　
申
請
日
に
お
い
て
大

阪
府
に
居
住
し
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人
▽
18
歳
以
下

の
子
ど
も
（
平
成
17
年
４
月
２

日
以
降
生
ま
れ
）
▽
妊
娠
中
の

人
（
妊
娠
の
証
明
が
必
要
）

申
込
み

11
月
30
日
㈭
ま
で

に
、特
設
サ
イ
ト
（
左
記
Ｑ
Ｒ
）

の
内
容
を
確
認
の

う
え
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
申

請
が
必
要

国
保
料
土
曜
・
夜
間
相
談

11
月
16
日
㈭
午
後
５
時
半
～

８
時
、
25
日
㈯
午
前
９
時
～

12
時
、
電
話
納
付
相
談
を
受

け
付
け
ま
す
。
専
用
電
話
☎
06

（
６
３
８
３
）
１
５
５
５
へ
。

問
合
せ　
国
保
年
金
課
へ

市
税
土
曜
電
話
納
付
相
談

11
月
25
日
㈯
午
前
９
時
～
12

時
、
電
話
納
付
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。
専
用
電
話
☎
06

（
６
３
８
３
）
６
１
３
３
へ
。

問
合
せ　
納
税
課
へ

東
一
津
屋
地
区
周
辺
清
掃

11
月
28
日
㈫
に
、
東
一
津
屋

地
区
周
辺
の
ご
み
拾
い
を
行
い

ま
す
。
※
雨
天
中
止
※
健
幸
マ

イ
レ
ー
ジ
対
象

集
合
時
間

午
前
９
時
半

場
所　
東
一
津
屋
公
園

問
合
せ　
環
境
政
策
課
へ

個
人
事
業
税
の
納
付

個
人
事
業
税
（
第
２
期
分
）

の
納
期
限
は
、
11
月
30
日
㈭
で

す
。

問
合
せ　

大
阪
府
三
島
府
税

事
務
所
☎
０
７
２
（
６
２
７
）

１
１
２
１
へ

淀
川
の
環
境
を
学
ぼ
う

ワ
ン
ド
の
生
き
物
観
察
会

　

淀
川
（
鳥
飼
ワ
ン
ド
）
で
、

植
物
や
水
生
生
物
の
生
息
環
境

や
、
生
態
状
況
を
調
査
・
観
察

す
る
観
察
会
を
実
施
し
ま
す
。

日
時

11
月
11
日
㈯
午
前
10
時

～
12
時
（
集
合
は
午
前
９
時
50

分
に
、
鳥
飼
下
地
区
駐
車
場
）

場
所　
淀
川
河
川
公
園
鳥
飼
下

地
区
（
鳥
飼
ワ
ン
ド
１・３
号
）

定
員

30
人
（
先
着
）
※
小
学

議長に水谷毅議員議長に水谷毅議員
副議長に松本暁彦議員副議長に松本暁彦議員
市議会は、９月 28日の本会議

で、議長に水谷毅議員（62歳 公明
党 ３期目）、副議長に松本暁彦議
員（40歳 自民党・市民の会 ２期
目）を選出しました。
　また、議会選出の監査委員に
は、野口博議員（73歳 日本共産党 
11期目）が選出されました。
問合せ　議会事務局へ

水谷 毅 議長松本 暁彦 副議長

11

15
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お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

健

康

公
民
館
・

コ
ミ
セ
ン

ス
ポ
ー
ツ

・
文
化

図
書
館

施
設
催
し
／

教
育
ほ
か

福

祉

産
業
振
興

子
育
て

ご
み
・
資
源

地
域
／

市
民
活
動

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

健

康

ス
ポ
ー
ツ

・
文
化

図
書
館

施
設
催
し
／

教
育
ほ
か

福

祉

産
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振
興

子
育
て

ご
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・
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／
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☎ 06（6383）1111（大代表）
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　ご自身の年金記録や年金見込額を「ねんきんネッ
ト」で確認し、将来の生活設計について考えてみま
せんか。詳しくは、日本年金機構ホームページをご
覧ください。　　　　　      問合せ　国保年金課へ

〜よくある質問〜
Ｑ．基礎年金の種類は？
Ａ．原則 65 歳以降に受け取る「老齢基礎年金」、
　病気やけがなどで障害が残った場合に受け取る
　「障害基礎年金」、国民年金加入者が亡くなった
　ときに「子のある配偶者」や「子」が受け取る   
   「遺族基礎年金」があります。

Ｑ．保険料は？支払いが難しい場合は？
Ａ．令和5年度の国民年金保険料は16,520円です。
　納付が難しい場合は免除などの制度があり、全額
　または一部が免除・猶予される場合があります。
Ｑ．定額保険料以外の保険料はあるの？
Ａ．希望される場合、付加年金が利用できます。月々
　の定額保険料に付加保険料（400 円）を追加で
　納めると、老齢基礎年金に付加年金を上乗せして
　受け取ることができます。
Ｑ．保険料の納付証明書はあるの？
Ａ．社会保険料（国民年金保険料）控除証明書があり、
　10 月下旬から 11 月上旬に、日本年金機構から
　送付されます。詳細は吹田年金事務所へ。

11 月 30 日は11 月 30 日は「年金の日「年金の日」」ですです

市内循環バスのルート変更市内循環バスのルート変更
　10 月 26 日～ 12 月 20 日（予定）、水道工事に
よる通行止めのため、府営摂津正雀住宅南と府営摂
津正雀住宅北のバス停が休止となります。
　休止期間のバスのルートは、近鉄バス
㈱のホームページ（右記 QR）でご確認
ください。　　　 問合せ　道路交通課へ

救急車を呼ぶか迷ったら、
 「救急安心センターおおさか」
＃7119または06(6582)7119

（24 時間・365 日対応）

９月の火災・救急件数
　★火災　　 　　　　１件
　　　　  （年間累計 11 件）
　★救急　　 　　  530 件
　　　（年間累計 4,577 件） 
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来年１月８日㈷ 

マイナンバーカードに係るマイナンバーカードに係る
休日開庁の実施休日開庁の実施
　マイナンバーカードのお手続き（申請・保険証紐
付け・公金口座登録サポートを含む）に対応します。
必要書類をお持ちのうえ、お越しください。
実施日　11 月 26 日㈰
　　　　（受付時間は、午前９時～ 12 時）
問合せ　市民課へ

二十歳のつどい二十歳のつどい
　「令和６年 二十歳のつどい（旧名称：成人祭）」
を以下のとおり開催します。
会　場　市民文化ホール
　　　　（第二部はコミュニティプラザ）
対　象　平成 15 年 4 月 2 日から
　　　　平成 16 年 4 月 1 日生まれの人
           （対象者には 12 月上旬に案内を送付）
問合せ　生涯学習課へ

〜国民健康保険・
　　　後期高齢者医療制度に加入中の人へ〜
整骨院や接骨院・鍼灸院などで整骨院や接骨院・鍼灸院などで
健康保険が適用できるケース健康保険が適用できるケース
①柔道整復
骨折・脱臼・打撲・ねんざ（肉離れを含む）
※骨折・脱臼は、応急手当をする場合を除き、事前
　に医師の同意が必要
※肩こりや疲れなどの慢性的な症状に対する施術は
　健康保険の対象外となり、全額自己負担
②はり・きゅう（医師の同意書または診断書が必要）
神経痛・リウマチ・五十肩などの慢性的な疼痛を主
症とする疾患
③マッサージ（医師の同意書または診断書が必要）
筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要
とする症例
※ 疲労回復や疾病予防を目的としたマッサージなど

は健康保険の対象外となり、全額自己負担
問合せ　国保年金課へ

今 月 の 各 種 相 談
相談名 相 談 内 容 日 時 場所・問合せ

市 民 法 律
土地、建物、金銭貸借、
相続、交通事故などの法
律問題

毎週㊊・㊍
午後１時～４時（各日先着６人）
※ 23 日㊗除く

自治振興課（市役所２階）
☎ 06（6383）1357
※予約受付は実施日当日の午
前９時から相談終了時間の
30 分前（市民法律相談は午
後３時）まで。☎可
※各相談１回 30 分まで
※要望・苦情などの市民相談
窓口は自治振興課へ

行 政 国、府、市などの業務に
対する要望など １日㊌午後１時～３時

登 記 登記・測量、不動産相続、
境界の問題 今月はお休み

外 国 人
市 民 相 談

外国人が抱えている生活
上の諸問題

毎週㊋㊌㊍（第４㊌除く）
午前９時半～午後４時半
※ 23 日㊗除く

国際交流協会
（コミュニティプラザ内）
☎ 06（6319）6251

税 務
税理士による所得税や相
続税、贈与税などの税務
相談

21 日㊋
午後１時半～４時半

（先着６人）

市民税課（市役所２階）
☎ 06（6319）1990
※申込みは前日までに、近
畿税理士会吹田支部☎ 06

（6319）0450 へ

労 働 労働全般の相談 毎週㊌午後１時～４時 産業振興課（市役所４階）
☎ 06（6383）1362

消 費 生 活 消費者の利益・安全に関
する苦情・要望など

毎週㊊～㊎午前９時～午後 5 時
※３日㊗・23 日㊗除く 産業振興課、消費生活相談

ルーム（市役所４階）
☎ 06（6383）2666多 重 債 務

法 律

司法書士＝㊍、弁護士＝
㊎による債務（借金）の
問題解決

▷２日㊍午後２時～５時
▷ 17 日㊎午後１時～４時

（要事前予約）

心 配 ご と 家族関係、生計、病気な
どの悩みごと

７日㊋・21 日㊋
午後１時～３時

社会福祉協議会（地域福祉活
動支援センター内）
☎ 06（4860）6460

人 権 擁 護 人権擁護委員による相談 10 日㊎
午後２時～３時半

自治振興課（市役所２階）
問合せは人権女性政策課へ

人 権
な ん で も

暮らしの中で起こる人権
問題

毎週㊊～㊎
午前 10 時～午後４時
※３日㊗・23 日㊗除く

市人権協会（人権女性政策課・
市役所４階）
☎ 06（6383）1011

男 性 電 話 生き方・働き方、人間関
係の悩み

22 日㊌
午後１時～４時

人権女性政策課
☎ 06（6155）9167

女 性 総 合
（電話・面接）

女性のさまざまな悩みの
相談（家庭や職場、パー
トナーからの暴力の相談
も含む）

▷毎週㊊㊋㊍㊎㊏
午前９時半～午後５時
※３日㊗・23 日㊗除く
▷第３・４㊋午後１時～９時

男女共同参画センター・ウィ
ズせっつ相談室
女性総合
☎ 06（4860）7116
法律・面接予約
☎ 06（4860）7114
※未就学児の一時保育あり
　（５日前までに要予約）

専
門
相
談

女性法律
（要予約）

女性弁護士による離婚、
相続などの法律相談

▷ 14 日㊋午後２時～４時 40 分
▷ 28 日㊋午後５時～７時 40 分

女性面接
（要予約）

女性カウンセラーによる
心の悩みのカウンセリン
グ

▷７日㊋午後１時～４時 50 分
▷９日㊍午前 10 時～ 12 時 50 分
▷ 21 日㊋午後 3 時～ 7 時 50 分

※いずれも無料
※施設休館日は
　行っていません
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